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1， 募集の趣旨
【趣旨】
　合掌造り家屋の技術伝承と村の振興発展に寄与することを設置目的とする、白川村技術伝承館（以下「伝承館」という。）の管理について、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、施設の設置目的を効果的、効率的に達成することができ、安定した施設運営のできる指定管理者を募集します。

【指定管理者制度】
　公の施設における指定管理者制度を創設する地方自治法の改正が平成１５年９月に施行され、地方公共団体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。
　従来は、地方公共団体の管理権限の元で、管理の業務を受託できたのは、公共団体（土地改良区等）、公共的団体（農協、自治会等）、地方公共団体の出資法人のうち一定の要件を満たすものに限られていました。しかし、今回の指定管理者制度の導入により、白川村議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体（指定管理者）に管理の業務を代行させることができるようになりました。
　指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、より一層の住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とするものです。


【公の施設管理】
　指定管理者が行う施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる施設の管理や行事の計画、実行などの包括的な管理運営を行うことであり、清掃、警備、保守などの一部業務の委託とは異なります。清掃、警備、保守などの施設管理の一部業務については、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託することができます。
　施設の管理運営にあたっては、利用者のニーズに対する弾力的な対応、創意工夫によるサービスの向上、効率的な管理による経費削減を図ることにより、施設の利用促進を目指しています。そのことから指定管理者は、公正かつ適正でより効果的、効率的な管理運営の下、設置理念に基づき、総合的な管理や利用者の意見や要望を管理に反映させること等が必要になります。

２，募集の概要

（1） 施設の名称
白川村技術伝承館
（2） 指定期間
令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）
（3） 選考委員会の設置
「白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」の規定に基づき、白川村公の施設に係る指定管理者選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置し、選定基準及び選定について調査審査を行い、当該施設の設置目的等を考慮し、総合的に判断し候補者を選定します。
（4） 選考結果等の通知及び公表
　　　　　選考結果は、提案書類を提出した応募者全員（共同事業体にあっては、代表企業団体）に対して速やかに通知します。
　　　　　また、白川村議会の議決を経て指定を行ったときは、白川村役場前の掲示場の掲示等により公表します。
（5） 協定の締結
　　　　　白川村は、指定管理者の候補者と細目協議を行い、協議成立後、白川村議会の議決を経て指定管理者として指定し協定を締結します。
（6） お問い合わせ先
　　　　　白川村教育委員会事務局　文化財係
　　　　　　住所　〒５０１－５５０７　白川村平瀬１２６番地の１１
　　　　　　電話　０５７６９－５－２１８０
　　　　　　FAX　０５７６９－５－００１６
　　　　　　Mail　kyouiku-bunkazai@vill.shirakawa.lg.jp


3， 指定管理者制度導入施設の概要
○白川村技術伝承館
・所　在　地　　　白川村大字荻町字中屋２６４３番地の２
・建築面積　　　８１㎡
・建　　　物　　　合掌造り（茅葺き）・１階建て
・施設の内容　　　白川村技術伝承館　１棟

4， 指定の基準
（1） 「白川村技術伝承施設の設置及び管理に関する条例」及び「白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」（平成１８年白川村条例第１号）に従い、施設の管理を適正に行わなければならない。
（2） 　常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的な運営をしなければならない。
（3） 　木造茅葺き建物であることに留意し、一般建築物以上に防火への備えを意識して管理しなければならない。
（４）損害賠償の義務
条例に定めるとおり、建物、設備若しくは備品等を破損、又は滅失した者は、白川村が相当と認める損害額を賠償しなければならない。指定管理者は損害についての状況の把握と白川村への報告、並びに損害の原因者への対応を行う。

（５）関係法規の厳守
①以下に掲げる規定を遵守して下さい。
・地方自治法、行政手続法ほか行政関連規則
・労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規
・白川村技術伝承館の設置及び管理に関する条例
・白川村個人情報保護条例
・白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例・規則
・その他関連する規定

②特に注意すべき事項
ア　白川村個人情報保護条例（抜粋）（指定管理者の責務）
第５条の２　地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の管理を行うこととされた指定管理者（以下「指定管理者」という。）が個人保護の情報について実施機関と同様の責務を負うものとする。
２　実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者に対し、個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
３　指定管理者若しくは指定管理者であった者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

５，業務の範囲
（１）施設の運営に関する業務
（２）施設の維持管理に関する業務
（３）その他村長が必要と認める業務
（４）留意事項
　　指定管理者は、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけません。

６，指定の期間
　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。

7， 募集に関する事項（指定までのスケジュール）
1 募集要項の公表・配布
募集要項等を以下のとおり公表します。
【公表】白川村役場HP　　
募集要項等を以下のとおり配布します。
【配布期間】令和８年１月１３日（火）から令和８年２月１０日（水）
【配布場所】白川村教育委員会事務局
【配布時間】募集要項：役場HPにて２４時間ダウンロード可能
　　　　　　仕 様 書：土日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分
※仕様書の配布を希望される事業者は白川村教育委員会社会文化財係までご連絡下さい。
2 請書の受付
申請書等応募書類を以下のとおり受付けます。
　　【受付期間】令和８年１月１３日（火）から令和８年２月１０日（水）
【提出先】　この期間内に、白川村教育委員会（文化財係）へ直接提出して下さい。
3 審査（資格審査等）
【実施期間】令和８年２月中旬
4 村議会へ指定議案を上程
　　　　　令和８年２月下旬から３月上旬
⑤　選定結果の通知・公表
　　　　　令和８年３月上旬から中旬
⑥　事務引継等の準備期間
　　　　　令和８年３月中旬から下旬
⑦　指定の通知
　　　　　令和８年３月中旬
⑧　基本協定、年次協定の締結
　　　　　令和８年３月下旬

8， 応募に関する事項
（１）応募資格
　　　　応募資格は次の各号を全て満たすものとします。
　　　　但し、指定管理開始前及び開始後において、資格を失効または取得できない場合は、指定を取り消すことになります。
1 　個人ではなく、法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。（法人格の有無は問いません。）
　　　　　管理業務を効果的かつ効率的に行うために必要な場合は、複数の団体（以下「グループ」という。）が共同して応募することができる。この場合において、次に掲げる事項に注意すること。
　　　ア　グループ構成団体を特定し、グループの名称及びグループ内で代表となる団体を定めること。
　　　イ　当該施設に単独で応募した団体は、グループの構成団体として応募することはできない。
　　　ウ　複数のグループにおいて、同時に構成団体となることはできない。
2 　代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しない団体でないこと。
3 　団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条または第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過しない団体でないこと。
4 　その代表者が指定暴力団の構成員でないことのほか、指定管理者としてふさわしくない団体でないこと。
5 　団体又はその代表者が、国税及び地方税を滞納していないこと。
6 　当該団体の責めに返すべき事由により白川村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から４年を経過しない団体であること。

7 　次のいずれかに該当する者が役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）となっている団体でないこと。（地方自治法施行令第１６７条の４の規定により一般競争入札の参加を制限されていないもの。）
　　　ア　施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しないもの
　　　イ　破産者で復権を得ない者
　　　ウ　白川村における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
8 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人でないこと。
9 次に掲げる団体でないこと。
ア　白川村議会議員が代表者その他役員である団体。
イ　白川村長、副村長又は教育長が代表者その他の役員である団体（白川村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）。
ウ　地方自治法第１８０条の５に規定されている委員が代表者その他の役員である団体（白川村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）。但し、その職務に関する施設に限る。
10 　同一または類似する施設の管理及び運営についての実績を有する団体であること。
11 　白川村内に主たる事務所（本店機能）を有する団体であること。

（２）提出書類
　　　応募に際し、以下の書類を提出して下さい。
　　　なお、提出書類は、やむを得ない場合を除き、原則として日本工業規格A４とし、いかに指示する部数及び形式で提出して下さい。

1 申請書各１０部（正し１部、写９部）
ア　指定管理者指定申請書
（白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例：別記様式第１号）
　　　　　　　但し、グループ応募の場合は、グループ構成団体一覧（様式第１号の２）、グループ応募理由及びグループ内業務分担表（様式第１号の３）、共同事業団体協定書兼委任状（様式第１号の４）を添付して下さい。
　　　　イ　申請資格に関する申立書
　　　　　（白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例：別記様式第２号）
　　　　　　　但し、グループ応募の場合は、代表団体の代表者が記載して下さい。
　　　　ウ　事業計画書
　　　　　　（白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例：別記様式第３号）
　　　　エ　収支予算書
　　　　　　（白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例：別記様式第４号）

2 事業者に関する書類各１０部（正１部、写９部）
（グループ応募の場合は、代表団体と構成団体それぞれを提出して下さい。）
　　　　ア　申請団体の国税（その３の２、法人にあってはその３の３）・地方税（住民税、法人にあっては法人村民税・固定資産税、都市計画税（本社等の所在地のもの））の過去３カ年の納税証明書（平成２３年１月以降に発行したもの）。
　　　　イ　申請団体の前事業年度の損益計算書、賃借対象表及び財産目録又はこれらに相当する書類
　　　　ウ　現事業年度若しくは翌年事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
　　　　エ　定款・寄付行為・規約その他団体の目的、組織及び運営方針を示す書類
　　　　オ　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会則等）
　　　　カ　その他、白川村が必要であると認める書類

（4） 留意事項
①　接触の禁止
　　　　　本件提案に関して、選考委員、白川村職員などに対する接触を禁止する。万一、接触の事実が認められた場合は失格となることがあります。
②　複数応募の禁止
　　　　単独で応募した法人等は、グループ応募の構成員となることはできません。また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。
　　③　グループ応募の構成員の変更
　　　　　グループ応募の場合、代表団体及び構成団体の変更は原則として認められていませんが、審査応募締切前に限り変更を認めます。その際には、審査応募の代表者が「⑨応募の辞退」で規則する辞退届を提出した上で、新たに審査応募書類一式を提出して下さい。提出した書類の部分変更は認めません。
　　④　重複提案の禁止
　　　　　応募１団体（グループ）につき提案は１案とします。複数の提案はできません。
　　⑤　提案内容変更の禁止
　　　　　提出された書類の内容を変更することはできません。
⑥　虚偽の記載をした場合の無効
　　　応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。
⑦　提出書類等の取り扱い
　　　提出書類等は原則として返却しません。
⑧　白川村が提供する資料の取り扱い
　　　白川村が提出する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用しないで下さい。
⑨　応募の辞退
　　　審査応募書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届を提出して下さい。
⑩　提出書類等の著作権等
　　　白川村が提示する設計図書等の著作権は白川村並びに設計者に帰属し、団体が提出する書類の著作権はそれぞれ作成団体に帰属します。なお、本事業において作業の進捗状況や選定結果等を公表する場合、その他白川村が必要と認めるときは、作成団体の証認を得たうえで、白川村は提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。また、提出された書類は作成団体による特別な開示に関しての記載がない限りは、白川村に対する情報公開の対象文章となります。
⑪　費用負担
　　　応募に関して必要となる経費は、応募者の負担とします。
⑫　応募において使用する言語等
　　　応募に際して使用する言語は日本語、通貨単位は日本国通貨、時刻は日本標準時に限ります。
⑬　その他
　ア　応募書類の提出期限を厳守して下さい。期限を過ぎた提出は一切受付けません。
　イ　提案書の表紙以外に社名やロゴマークなど応募者を特定できる標記はしないでください。

９，管理に要する経費
　　　管理に関する経費は、指定管理者の経費とします。

１０，修繕・備品の対応
（１）施設、設備の修繕について
　　ア　維持修繕費等の経常的経費については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費についてはその都度指定管理者と白川村の間で協議するものとします。
　　イ　指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、一件あたりの予定価格が３０万円までの軽微な補修、部品の取り替えなどは、指定管理者の判断で実施するものとし、３０万円を超える修繕については白川村と協議の上実施するものとします。但し、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。
　　ウ　その他の資本的修繕が必要となった場合については、白川村と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断し、白川村の負担において実施するものとします。
　　　なお、白川村への協議、申し出なく行われた場合については、全て指定管理者の負担とします。
エ　通常有するべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有するべき安全性を欠く恐れのある場合には、白川村は、一件３０万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるものとします。

（２）備品の購入・管理について
　　ア　指定管理者は施設の利用に支障をきたさないように、本施設備え付けの備品を管理するものとします。
　　イ　指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は、白川村と協議するものとします。
　　ウ　協議に基づき必要と認めた備品の購入については、白川村の負担とし、その所有権は白川村に帰属するものとします。但し、指定管理者の独自の判断で購入した備品は指定管理者の所有とし、別会計として管理するものとします。

（３）管理施設・設備・備品等の損傷等について
　　　　指定管理者の責に帰すべき事由により生じた管理施設・設備の故障・損傷等については、指定管理者が自らの経費で速やかに修繕するものとします。

１１，保健の加入
（１）火災保険について
　　　　白川村が加入する建物災害共済保険とし、その保険料は白川村が支払うものとします。
（２）賠償責任保険について
　　　　白川村が加入する総合賠償補償保険に加入することとし、その保険料は白川村が支払うものとします。
（３）その他
　　　　指定管理者が事故の責に帰すべき事由により負担する修繕費を担保するために保険等に加入する場合は、その保険料については指定管理者独自の経費とします。

１２，自主事業の実施
　　　　白川村が提示した事業以外で、公の施設の趣旨を生かした指定管理者が独自で立案する新たな自主事業を実施することにより、施設の活性化に努めて下さい。なお、自主事業実施に要する経費は、指定管理者の経費とします。よって、自主事業による収入は、指定管理者が収受するものとします。実施する自主事業は必ず事前に白川村と協議のうえ実施してください。

１３，リスク分担
　　　　リスク分担の基本的な考え方は次のとおりです。なお、詳細は協定の締結を行う際に定めます。

	種類
	内容
	リスク分担

	
	
	白川村
	指定管理者

	物価
	物価変動により、人件費、物品等経費の増額
	　
	○

	金利
	金利の変動による経費の増額
	　
	○

	施設・設備・備品等の損傷
	経年劣化によるもので、極めて小規模なもの
	　
	○

	
	経年劣化によるもので、上記以外のもの
	○
	　

	
	指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由により、施設・設備・備品等を損傷した場合
	　
	○

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	上記以外による、施設・設備・備品等を損傷した場合
	○
	　

	
	第三者の行為から生じた極めて小規模なもので、相手方が特定できないもの
	　
	○

	
	
	
	

	
	第三者の行為から生じた上記以外のもので、相手方が特定できないもの
	○
	　

	
	
	
	

	資料等の損傷
	指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの
	　
	○

	
	第三者の行為から生じた極めて小規模なもので、相手方が特定できないもの
	　
	○

	
	
	
	

	
	第三者の行為から生じた上記以外のもので、相手方が特定できないもの
	○
	　

	
	
	
	

	責務不履行
	白川村が、協定内容を不履行した場合
	○
	　

	
	指定管理者が、業務及び協定内容を不履行した場合
	　
	○

	性能不適合
	協定により定めた管理運営サービスの要求水準に不適合の場合
	　
	○

	
	
	
	

	書類の誤り
	仕様書等において、白川村が責任を持つ書類の誤りによるもの
	○
	　

	
	
	
	

	
	事業計画書等指定管理者が提供した内容の誤りによるもの
	　
	○

	
	
	
	

	管理運営上の事故等に伴う損害賠償
	施設管理上の瑕疵による事故、又は指定管理者の責めに帰すべき行為により使用者に損害を与えた場合、又は臨時休業に伴う損害を与えた場合
	　
	○　村が求償権を行使

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合
	　
	○　村が求償権を行使

	
	
	
	

	
	白川村側の要因により施設の管理運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担が生じた場合
	○
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	上記以外の場合
	両者の協議による

	不可抗力
	地震、台風等の自然災害、暴動等による業務の変更、中止、延期又は臨時休業の場合
	両者の協議による

	
	
	

	需要変動
	当初の需要見込みと異なる状況が生じた場合
	両者の協議による

	運営費の上昇
	指定管理者側の要因による運営費用の増大した場合
	　
	○

	
	白川村側の要因による運営費用の増大した場合
	○
	　

	施設の競合
	競合施設による利用者の減少した場合
	　
	○

	個人情報の保護
	指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩し又はこれに伴い犯罪が発生した場合
	　
	○

	
	
	
	

	事業終了時の費用
	指定期間の満了、又は期間中途における業務の廃止に伴う撤収費用
	　
	○

	
	
	
	



１４，審査及び選考に関する事項
（１）選定の評価基準
　　　　指定管理者の候補者を選定するにあたっては、募集等を行う時点で選定の基準を明確にした上で審査することが重要であることから、次の評価内容を明確にします。

	博物館施設としての公開
	・博物館施設として適正な公開事業が運用できるか。

	
	・適正な開館期間を確保できるか。

	サービスの維持・向上
	・現状の水準を維持又は向上させることとなっているか

	
	・利用者のニーズの把握、クレーム等の対応等、改善へ

	
	　向けての実現可能な目標や対応策が示されているか

	
	・安全・安心面からの管理運営の具体策が示されているか

	
	※防犯、防災に関する対策及び緊急時の対応

	経営体制及び能力
	　
	　
	・指定期間内に安定的に事業を継続できる人員体制、経営

	　
	
	
	　
	　基盤を有しているか
	
	
	　

	　
	
	
	　
	・管理運営上の必要な能力を有しているか
	　

	　
	
	
	　
	・当該公の施設に類似あるいは関連する事業、業務など豊

	　
	
	
	　
	　富な知識、実績があるか
	
	　

	　
	
	
	　
	・村政への参加、地域社会への貢献がなされているか

	管理経費の縮減
	　
	　
	・経費の軽減となっているか
	　
	　

	　
	
	
	　
	・配置人数・内訳、勤務体制等は適正か
	　

	　
	　
	　
	　
	・配置人数の給与その他の勤務条件は適正か



（２）審査（書類審査）
　　　　提出された書類を基に、選考委員会において募集資格及び事業計画、収支予算書等の形式的な審査をします。審査の結果は、全応募団体に文章で通知します。
（３）　応募者が一者のみであった場合にも、応募資格、事業計画書の内容等が選定の評価基準に適合しているかどうか等について、非公開により選考委員会において審査します。

１５，協定に関する事項
○基本協定・年次協定の締結
村議会の指定議案の議決後、従来の管理委託における委託契約書に代わるものとして、白川村と指定管理者との協議に基づき締結するものとします。

１６，その他
○事務の引き継ぎ
指定管理者の指定は、議会において指定管理者の指定が議決された後となります。指定後、協定発効までの期間は、各種印刷物作成業務や事務引き継ぎ及び各業務の習得を行ってください。
なお、令和８年３月３１日以前に事務引き継ぎ等に要した費用は、全て指定管理者として選定された団体の負担とします。













別記様式第１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
白川村長　　　　　　　　様


主たる事務所の所在地　　
名　　　　　　　　称　　
代 表 者　職　氏  名　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　電　　話　 番　　号　　



指定管理者指定申請書


　下記の公の施設について指定管理者の指定を受けたいので、白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。


記

１　公の施設の名称



２　公の施設の所在地





添付書類
　①　国税又は地方税に未納（納付期限が到来していないものを除く。）がないことを証明する書類
　②　申請資格に関する申立書
　③　事業計画書
　④　収支予算書
　⑤　前事業年度の収支（損益）計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
　⑥　現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
　⑦　定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
　⑧　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会則等）
9 その他村長が必要と認める書類



様式第１号の２
グループ構成団体一覧
	１．代表団体

	所在地　
商号又は名称　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者　氏　名　
　　　　所　属　
　　　　所在地　
　　　　電　話　
　　　　ＦＡＸ
　　　　E‐mail




	１．構成団体

	所在地　
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

担当者　氏　名
　　　　所　属
　　　　所在地
　　　　電　話
　　　　ＦＡＸ
　　　　E‐mail




	１．構成団体

	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者　氏　名
　　　　所　属
　　　　所在地
　　　　電　話
　　　　ＦＡＸ
　　　　E‐mail


（備考）グループの構成団体の数が三者を上回る場合は、本様式に欄を加えて使用してください。
様式第１号の３
グループ応募理由及びグループ内業務分担表
１．グループ応募及び代表団体選任の理由（グループを組むことになった理由及び代表団体が選任された理由を書いてください。）
	
　




２．グループ内業務分担
	商号又は名称
	担当する業務の内容

	１．代表団体
	







	２．構成団体
	







	３．構成団体
	










３．グループ内出資割合
	
	商号又は名称
	出資割合

	１．代表団体
	
	　　％

	２．構成団体
	
	　　％

	３．構成団体
	
	　　％


（備考）グループの構成団体の数が三者を上回る場合は、本様式に欄を加えて使用してください。
様式第１号の４
共同事業体協定書兼委任状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
白川村長　　　　　　　　様
共同事業体名
代表者　所在地
団　体　名
代表者氏名 　　　　　　   　　　　　　　　　　印

	件　　　　名
	白川村総合文化交流施設


　　　上記件名の募集に参加するため、募集要項に基づき、共同事業体を結成し、白川村との間における下記事項に関する権限を代表に委任して申し出ます。
なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、代表団体及び各構成団体は、白川村の指定管理者としての業務の遂行及び当該業務に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。

	共同事業体の名称
	


	共同事業体の
代表団体
（受任者）
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	共同事業体
事務所所在地
	

	共同事業体の
構成団体
（委任者）
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	共同事業体の
成立、解散の時期
及び委任期間
	令和　　年　　月　　日から当該指定管理者の指定終了後３か月を経過する日まで。ただし、当共同事業体が上記件名の指定管理者とならなかった場合はただちに解散します。また当共同事業体の代表団体又は構成団体の脱退又は除名については、事前に白川村の承認がなければこれを行うことができないものとします。

	委任事項
	１　指定管理者の指定の申請に関する件　　４　協定締結に関する件
２　提案書の提出に関する件　　　　　　　５　経費の請求受領に関する件
３　応募の辞退に関する件　　　　　　　　６　契約に関する件

	その他
	１　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。
２　この協定書に定めのない事項については、代表団体及び構成団体全員により協議することとします。


（備考）代表団体を除く共同体の構成団体の数が三者を上回る場合は、本様式に欄を加えて使用してください。
別記様式第２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
白川村長　　　　　　　　様


主たる事務所の所在地　
名　　　　　　　　称　
　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 代表者職氏名　　　　　　　 　　　　　　印




申請資格に関する申立書


指定管理者の指定に係る申請において、下記の事項のいずれにも該当していないことを申し立てます。



記



（1） 団体の責めに帰すべき事由により村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から４年を経過しない団体

（２）次のいずれかに該当する者が役員（法人でない団体にあっては当該団体の代表者）となっている団体
ア　施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
　  イ　破産者で復権を得ない者
ウ　村における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

（３）破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

（４）次に掲げる団体
　ア　村議会議員が代表者その他の役員である団体
　  イ　村長、助役又は教育長が代表者その他の役員である団体（村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）
　   ウ　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５に規定される委員が代表者その他の役員である団体（村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）。ただし、その職務に関する施設に限る。

別記様式第３号
事業計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
１　申請者の概要
	名　　　　称
	

	
	

	代表者の氏名
	
　
	設立年月日
	

	所　在　地
	


	電 話 番 号
	

	FAX番号
	

	E－mail
	
	ＵＲＬ
	

	
	担当者名
	




２　現在運営している類似施設
	施設名
	所在地
	主な業務内容
	運営期間

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月



３　事業計画
	【申請者の経営方針等について】
(1)　団体の経営方針 







	

	(2)　指定管理者の指定を申請した理由










	【施設の経営方針等について】
(1)　施設の現状に対する考え方及び将来展望(新規施設の場合は将来展望のみ)




(2)　管理運営を行うに当たっての経営方針について




	【施設の運営について】
(1)　サービスを向上させるための方策



(2)　利用者等の要望の把握及び実現策




(3)　年間の自主事業計画(「自主事業計画書」を会計年度ごとに作成のこと。)




(4)　その他(地域との連携、他施設との連携等)





	【施設管理について】
(1)　職員の配置（指揮命令系統が分かる組織図、勤務ローテーション表等を添付すること。）　　
　　職員総数　　　　（　　　　）人
（内訳）    常勤（　　　  ）人　　非常勤（　　　）人
              その他（　　　）人
(2)　職員の研修計画



(3)　経理



(4)　個人情報の保護及び情報公開の措置




	【安全・安心面からの管理運営の具体策について】
(1)　利用者のトラブルの未然防止と対処方法



(2)　防犯及び防災に関する対策



(3)　緊急時の対応



(4)　その他特徴的な取り組み






４　その他（特記すべき事項があれば記入してください。）
	




（注）１　記載事項を枠内に記入できないときは、別紙に記載し添付してください。　
　　　２　申請しようとする団体においてこの様式の要件を満たす事業計画書を作成した場合は、この様式の代わりに作成した事業計画書を提出することができます。



自主事業計画書（　　年度）
	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	







	

	


	


	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	







	

	

	


	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	







	

	


	


	業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	
	
	








別記様式第４号
収支予算書（令和　　年度）
（単位：千円）
	
	予算額
	内訳等

	収入合計(A)
	　　　　　
	

	
項

目

	
利用料金
	　　
　　　　　
	　


	支出合計(B)
	　　　　　
　　　　
	

	項









目
	
人　件　費

	
	

	
	
事　務　費

	
	

	
	
管　理　費

	
	

	
	
事　業　費

	
　　　　　
	


	
	


	
	

	収支(A)－(B) 
	　
　　　　　　　　　　
	


(注)１　収支予算書は、会計年度ごとに作成してください。
　 ２  申請しようとする団体においてこの様式の要件を満たす収支予算書を作成した場合は、この様式の代わりに作成した収支予算書を提出することができます。











自主事業予算書（令和　　年度）
（単位：千円）
	事業名
	①募集対象
②募集人員
③一人当たり参加費
	自主事業予算額

	
	
	総経費
(A)－(B)
	収入(A)
	支出(B)

	
	
	
	委託料
	参加費
	講師謝金
	材料費
	その他

	総合文化交流施設管理事業
	
	　　　　
	　
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


(注)　会計年度ごとに作成してください。
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